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下水道の施設浸水対策の推進について

近年、全国各地で豪雨等による水害が頻発し、甚大な被害が発生している。令和元年

東日本台風では、河川からの氾濫や内水氾濫の発生により下水道施設が浸水し、市民生

活に多大な影響を与えることになった。

ついては、河川氾濫等の災害時においても一定の下水道機能を確保し、下水道施設被

害による社会的影響を最小限にするため、別紙のとおりハード・ソフトによる施設浸水

対策の考え方をとりまとめたので、この内容を踏まえて、施設浸水対策を確実に実施す

るようお願いする。

具体的には、「下水道ＢＣＰ策定マニュアル 2019 年版（地震・津波、水害編）」に基

づき、令和２年度中に施設浸水対策を含むＢＣＰの見直しを行うとともに、これらのう

ち、被災時のリスクの高い下水道施設については、対策浸水深や対策箇所の優先順位等

を明らかにした耐水化計画を令和３年度までに策定し、その内容に沿って順次耐水化を

進めるようお願いする。

なお、都道府県におかれては、この旨管内市町村（政令指定都市を除く）に対して周

知いただくようお願いする。



（別紙）

下水道の施設浸水対策の基本的な考え方

①耐水化の対象外力の設定

○ハード・ソフトによる下水道施設の浸水対策については、以下の方針により実施

する。

・下水道施設のハード対策（耐水化）において目標とする浸水深（以下「対策浸

水深」という。）は、施設の供用期間等を踏まえ、中高頻度の確率（1/30～1/80

程度）で発生する河川氾濫等を想定して設定することを基本とし、影響人口の

大小や応急復旧の難易など被災時のリスクの大きさを踏まえ、下水道管理者が

決定する。なお、対策の実施にあたっては、堤防等の整備進捗状況等を踏ま

え、その必要性を判断する。

・対策浸水深より大きな浸水深に対しては、ＢＣＰによるソフト対策によって

「下水道機能の迅速な回復」を目指す。

②効率的・効果的な対策手法

○対策浸水深や重要設備の配置、構造物の構造等を踏まえ、電気設備の上階への移

設や防水仕様の設備への更新、建物全体の耐水化、重点区画の耐水化を適切に組

み合わせ、効率的、効果的に対策を進める。

○この際、必要な機能確保のため、燃料タンクや燃料移送ポンプ等の補機類を含め

て耐水化を実施する他、ポンプ等の継続的な運転に支障がないよう沈砂池等の覆

蓋の流出防止対策を講じることが重要である。また、ハンドホール等の各種貫通

孔や管廊からの浸水防止等にも留意する。

③段階的な対策の進め方

○被災時のリスクの大きさや設備の重要度に応じて、段階的に耐水化を推進し、災

害時における必要な下水道機能を確保する。具体的には、以下のように対策を進

める。

・地方公共団体は、令和２年度中に施設浸水対策を含むＢＣＰの見直しを行うと

ともに、リスクの高い下水道施設の耐水化について、対策浸水深や対策スケジ

ュール等を明らかにした耐水化計画を令和３年度までに策定する。

・耐水化計画に定める対策スケジュールについては、５年程度で受変電設備やポ

ンプ設備等の耐水化を完了し、揚水機能を確保するとともに、１０年程度で余

剰汚泥ポンプ等の耐水化を完了し、沈殿機能を確保することを基本とする。


